






大阪高裁判決の概要
•国の温暖化対策について
→「さまざまな、大きな、重要な課題がある」

•国が掲げた２０３０年の温室効果ガスの削減目標（アセス時点で１
３年度比２６％減、現在は４６％減）
→「実現の具体的な道筋が示されているとはうかがえない」

• ＣＯ２による気候変動の被害を受けない権利がある
→「個人の利益とまでは言えず、現時点で国際的、国内的に議論
が成熟しているとも言えない」（原告適格認めず）

今後、社会情勢の変化によって

個人的利益と承認される可能性を否定するものではない

→原告団は最高裁へ上告を決意 最高裁にて審理中





日本初？ 気候変動訴訟ドラマを制作

予告編、本編の２つを公開中
ドラマ本編ドラマ予告編





気候再生のために【第5回】
――石炭火力訴訟の意味は何か
江守正多（東京大学）

７/19専門家証人として出廷し、証言した内容と出
廷をめぐって考えたことが綴られている。

“「石炭火力の新設が許される社会は持続可能では
ないのだから、システムを変えねばならない」とい
うメッセージを国内外の社会に向けて発するとい
う、極めて大きな意味があるのだと思うのです。”



地元 神戸新聞の連載記事 スタート！

9/18 朝刊一面
神戸発電所を問う連載記事がスタート。

第一部「是認」から5回の連載終了。

全文、WEBにて掲載
https://www.kobe-
np.co.jp/rentoku/mirai-zenin/




